＜申請に当たっての注意事項＞　必ずお読みください。

【共通】
（１）交付申請日時点で、事業を休止・廃止する予定がある事業所等は補助対象外とする。
（２）定員は、区分に応じた基準日（*1）又はサービスの提供を開始した日のいずれか遅い日のサービス種別毎定員数をいう。ただし、次に掲げるサービスは、次に定めるところによる。
　　ア　サービス付き高齢者向け住宅　室数
　　イ　通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護及び通所リハビリテーション　利用定員
（地域密着型通所介護のうち、共生型サービスの指定を受けている場合は、越前　市障がい福祉施設等物価高騰対策支援補助金の対象を除いた利用定員とする。）
　　ウ　小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護　登録定員
　　エ　短期入所生活介護　専用の居室に係る定員数
　　（*1）令和７年７月１日とする。
（３）この補助金に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、補助金の交付を受けた翌年度から起算して５年間保存すること。市が補助事業の実施状況を確認するために関係書類の提出又は閲覧を求める場合がある。

【基準日関係】
（４）通知文「３　補助対象経費」（１）（２）にある【第１期】について、令和７年７月１日においてサービスを提供していない事業所等は、サービスの提供を開始した月の翌月（開始日が月初日の場合は、開始月）から令和７年９月までの月割補助とする。
※月割補助の場合の補助額は、千円未満切り捨て
（５）通知文「３　補助対象経費」（１）（２）にある【第２期】について、令和８年１月１日においてサービスを提供していない事業所等は、サービスの提供を開始した月の翌月（開始日が月初日の場合は、開始月）から令和７年３月までの月割補助とする。
※月割補助の場合の補助額は、千円未満切り捨て


